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積極的な役割を担う医療機関の位置づけについて

在宅医療において積極的な役割を担う医療機関の位置づけ
退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りの各体制に掲げる目標の
達成に向けて、自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医
療機関の支援も行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支
援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として
医療計画に位置付けること。

 目標
・在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと
・多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと
・災害時及び災害に備えた体制構築への対応を行うこと
・患者の家族等への支援を行うこと

在宅医療の体制構築に係る指針
（医政地発0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課⾧通知）
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積極的な役割を担う医療機関の位置づけについて（厚生労働省指針）

 在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項
・医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が必ずしも対応しきれない
夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行うこと

・在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービス
が十分確保できるよう、関係機関に働きかけること

・臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受け
る機会等の確保に努めること

・災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使
用している患者の搬送等に係る計画を含む。）を策定し、他の医療機関等の計
画策定等の支援を行うこと

・地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉
サービスや家族等の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること

・入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行
うこと
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（参考資料）令和4年度診療報酬改定の概要より
（出典:厚生労働省保健局医療課令和4年3月4日版）
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「在宅医療および退院支援アンケート調査」

実施方法・時期

調査結果概要

 県内病院・有床診療所
• 対象施設数：108施設
（病院93施設＋有床診療所15施設）
• 回収数：52施設（回収率：49.1%）

 診療所
在宅療養支援診療所

（令和5年4月1日時点）
令和4年度居宅療養管理指導算定

診療所
• 対象施設数：201施設
回収数：126施設

（回収率：62.7%）

 実施方法：web及び紙のハイブリッド方式
 実施時期：令和5年7月3日～8月4日

「役割を担うことは可」と回答のあった医療機関数

二次 構想
病院 診療所

医療圏 区域

北勢

桑員 3 9

三泗 16

鈴亀 1 16

中勢伊賀
津 2 16

伊賀 2 3

南勢志摩
松阪 3 18

伊勢志摩 2 16

東紀州 東紀州 2 5

三重県 15 99
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積極的な役割を担う医療機関の位置づけについて

医療計画への記載方法について

意向調査からの意見

現状

 在宅医療を担う医療機関名簿を医療計画（県ホームページ）で公表
（年1回更新）（参考資料２ 参照）

 意向調査で、「積極的な役割を担う医療機関として位置付けること」の公表を
辞退される医療機関があった。

 診療所の体制によっては公表を望まない、今後の在宅医療へのかかわりを縮小
していくとの意見があった。

 基本的な考え方として、在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所を積極的な役
割を担う医療機関として位置付けたい。但し、公表を望まない医療機関は位置
付けないこととする。

 居宅療養管理指導算定診療所やそれ以外の在宅医療で在宅医療に尽力されてい
る医療機関の位置づけは公募してはどうか。

 現行の在宅療養支援病院・診療所の名簿に追記してはどうか。
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積極的な役割を担う医療機関の名簿（イメージ）
在宅医療を担う医療機関名簿 （令和○年○月○日現在）

医療圏 構想区域 市町 医療機関
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北勢 桑員 桑名市 ○○病院 ○ ○

北勢 桑員 桑名市 居宅療養管理指導算定診療所等 ○

北勢 三泗 四日市市 △△診療所 ○ ○

北勢 三泗 四日市市 居宅療養管理指導算定診療所等 ○

・
・

・
・

・
・

中勢伊賀 津 津市 □□病院 ○ ○

中勢伊賀 津 津市 ☆☆クリニック ○ ○

中勢伊賀 津 津市 居宅療養管理指導算定診療所等 ○

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・


